


※原則、6か月以内発行のもの
※公的書類、またはそれに準ずるもの

① 婚姻届受理日を証明できるもの
・戸籍謄本または婚姻届受理証明書　

・（内縁の場合）世帯合併日、内縁関係（続柄）を確認できる
世帯全員の住民票の写し

② 会員証（Nカード）
③ 印鑑　　※（姓が変わる場合）新姓の印鑑
① 婚姻期間を証明できるもの
・戸籍謄本または抄本

※夫婦ともに記載があり、婚姻届受理日から満25年経過後に交付
されたもの

③ 印鑑
① 婚姻期間を証明できるもの
・戸籍謄本または抄本

※夫婦ともに記載があり、婚姻届受理日から満50年経過後に交付
されたもの

② 会員証（Nカード）
③ 印鑑
① 出生日、会員の子であることが証明できるもの
・母子健康手帳の出生届出済証明書

・出生届受理証明書

・出生児が記載された戸籍謄本　など

② 会員証（Nカード）
③ 印鑑
① 入学年、会員の子であることが証明できるもの
・宛名が会員氏名の就学通知書

・会員と入学者の続柄が記載された住民票の写し
・母子健康手帳の出生届出済証明書　など

② 会員証（Nカード）
③ 印鑑
① 生年月日を証明できるもの
② （子の場合）会員の子であることが証明できるもの
・会員と対象者の続柄が記載された住民票の写し
・母子健康手帳の出生届出済証明書　など

④ 印鑑　
① 死亡を証明できるもの
・死亡診断書　　・死亡事項記載の戸籍謄本または住民票の写し　　

② 死亡者と申請者との続柄を証明できるもの
・死亡者と申請者の続柄が記載された戸籍謄本

・（内縁の配偶者の場合）続柄の記載がある世帯全員の
住民票の写し、または内縁を証明できる書類　など

③ 会員証（Nカード）
④ 印鑑　
① 医療機関が発行した入院期間を証明できるもの
・退院証明書

・領収証　など

② 会員証（Nカード）
③ 印鑑

① 障害の等級を証明できるもの
・身体障害者手帳

・労働災害補償保険法に定める障害等級の決定通知書

② 会員証（Nカード）
③ 印鑑

① 損害の程度を証明できるもの
・市町村または消防署発行のり災証明書

② 損害を被った家屋等が生活の本拠であることを

・住民票の写し　など

③ 会員証（Nカード）
④ 印鑑　

給付事由　　　　入会後6か月以上経過後に発生した給付事由が対象です

□

□

会員証（Nカード）

□

②

③ 会員証（Nカード）

□

□

□

・死体検案書　　・医師が記載した死産証明書　など

□

□

□

証明できるもの□


